
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２階平面 

：市民などによる活用が想定されるエリア（総務局が運営する部分） 

： 〃           （市民局が運営する部分） 

：商業施設 

参 考 

１階・２階平面図  

地下１階平面図  

【 １ 階 】 

【 ２ 階 】 

 

：自動二輪車等駐車場（約 60 台） 

：一般駐車場（約 180 台） 
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